
住宅を 建て る方へ

改
良
資
金
を
融
資

今
年
度
融
資
の
申
込
受

け
が
、
開
始
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
融
資
制
度
内
容
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

融
資
額
は
建
設
予
定
の

地
域
、
構
造
及
び
住
宅
の

床
面
積
に
よ
っ
て
異
り
ま

す
が
、
木
造
の
場
合
の
最

高
は
、
当
地
方
で
は
三
二

○
万
円
で
す
。
な
お
老
人

同
居
世
帯
ま
た
は
身
体
障

害
者
同
居
世
帯
に
つ
い
て
は
、
建
設
す

る
住
宅
の
床
面
積
が
九
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
は
五
〇
万
円
、
ま
た
は

四
〇
万
円
の
割
増
融
資
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
申
込
み
資
格
】
　
①
建
設
し
た
住
宅

に
自
分
が
居
住
す
る
こ
と
。
②
敷
地
の

準
備
が
で
き
て
い
る
こ
と
。
③
同
居
す

る
世
帯
員
が
い
る
こ
と
。
④
公
庫
の
定

め
る
収
入
基
準
以
上
の
月
収
が
あ
る
こ

と
。
⑤
申
込
資
格
と
同
程
度
以
上
の
収

入
の
あ
る
連
帯
保
証
人
が
あ
る
こ
と
。

④
日
本
国
籍
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

「
融
資
を
受
け
ら
れ
る
住
宅
」
　
①
住

宅
部
分
の
床
面
積
が
三
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
、

た
だ
し
、
六
〇
歳
以
上
の
老
人
と
そ
の

親
族
、
心
身
障
害
者
と
の
そ
の
親
族
並

び
に
六
人
以
上
の
多
人
数
の
親
族
が
同

居
す
る
住
宅
の
場
合
は
一
五
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
ま
で
建
て
ら
れ
ま
す
。

【
融
賢
の
条
件
】
　
①
利
率
　
年
五
、

五
％
　
②
返
済
期
間
　
木
造
、
不
燃
構

造
の
住
宅
は
十
八
年
以
内
、
簡
易
耐
火

構
造
の
住
宅
は
二
五
年
以
内
、
耐
火
構

造
の
住
宅
は
三
五
年
以
内
。
③
返
済
方

法
元
利
均
等
毎
月
払
い
。

「
申
込
み
提
出
書
類
」
　
①
個
人
住
宅

資
金
借
入
申
込
書
　
二
通
。
②
収
入
証

明
書
（
申
込
人
及
び
保
証
人
）
各
一
通

③
土
地
に
関
す
る
書
類
、
土
地
登
記
簿

謄
本
。
④
抽
選
番
号
通
知
書
　
一
通
。

⑤
抽
選
結
果
の
通
知
書
　
一
通
。
⑥
個

人
住
宅
資
金
申
込
整
理
票
　
一
通

【
申
込
注
意
事
項
】
　
①
申
込
み
は
一

肚
帯
一
口
に
限
る
。
②
郵
送
に
よ
る
申

込
み
は
受
付
け
ら
れ
な
い
。
②
現
に
公

庫
融
資
を
受
け
て
い
る
も
の
は
申
込
み

で
き
ま
せ
ん
。
④
申
込
み
先
は
「
住
宅

金
融
公
庫
業
務
取
扱
店
」
と
表
示
し
た

金
融
機
関
（
本
町
で
は
山
口
銀
行
三
隅

支
店
）
な
お
、
年
金
被
保
険
者
住
宅
資

金
貸
付
け
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
厚

生
年
金
保
険
、
船
員
保
険
ま
た
は
国
民

年
金
の
被
保
険
者
の
方
で
、
公
庫
の
個

人
住
宅
資
金
、
高
層
住
宅
購
入
資
金
な

ど
の
融
資
と
あ
わ
せ
て
年
金
資
金
を
融

資
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
住
宅
改
良

資
金
も
同
様
に
扱
い
ま
す
の
で
取
扱
店

で
十
分
ご
相
談
下
さ
い
。

が
け
地
近
接
危
険
住
宅

移
転
事
業
補
助
金
制
度

が
け
地
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
が
あ

る
区
域
か
ら
、
住
宅
の
移
転
を
行
な
う

者
に
対
し
て
、
危
険
住
宅
の
除
却
等
及

び
、
危
険
住
宅
に
代
る
新
た
な
住
宅
の

建
設
、
ま
た
は
購
入
資
金
の
一
部
に
対

し
て
補
助
か
行
な
わ
れ
る
制
度
で
あ
る

五
十
一
年
度
の
補
助
対
象
は
除
却
等

に
つ
い
て
一
戸
当
り
四
五
万
五
千
円
を

限
度
と
し
、
建
設
購
入
等
に
つ
い
て
は

一
戸
当
り
二
〇
〇
万
円
（
土
地
の
取
得

を
要
し
な
い
と
き
は
一
五
〇
万
円
）
を

限
度
と
す
る
額
を
基
礎
と
し
、
次
の
補

助
率
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

「
補
助
率
」
　
①
国
費
所
要
経
費
の
二

分
の
一
。
②
県
及
び
町
が
所
要
経
費
の

そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
づ
つ
、
そ
の
他
詳

し
く
は
役
場
建
設
課
へ
。

な
お
、
建
設
課
に
於
い
て
事
業
計
洌

策
定
の
た
め
五
十
二
年
度
希
望
者
は
、

早
急
に
ご
相
談
下
さ
い
。

暴

力

追

放

の

日

毎

月

二

十

日

明
る
く
豊
か
な
生
活
は
、
県
民
す
べ

て
の
願
い
で
あ
り
、
暴
力
犯
罪
は
、
平

和
な
生
活
を
営
む
も
の
に
と
っ
て
は
大

き
な
敵
で
あ
り
ま
す
。
暴
力
団
は
当
局

の
き
び
し
い
取
締
り
に
も
か
か
わ
ら
ず

・あなたの人命・財産を守るのはあなたです４

日頃からがけの状況を兒蠅り下図のような措置を
早目にとっておきましょう。

社
会
に
根
深
く
寄
生
し
、
け
ん
銃
発
射

事
件
等
を
起
こ
し
、
善
良
な
県
民
に
不

安
と
脅
威
を
与
え
て
い
ま
す
、
わ
れ
わ

れ
は
暴
力
排
除
に
つ
い
て
の
自
覚
と
決

意
を
新
た
に
し
「
明
る
く
住
み
よ
い
町

づ
く
り
」
を
実
現
す
る
た
め
互
い
に
力

を
合
わ
せ
総
意
を
あ
げ
て
次
に
掲
げ
る

事
項
を
強
力
に
推
進
し
よ
う
。

一
、
い
か
な
る
理
由
を
問
わ
ず
暴
力
団

と
関
係
す
る
一
切
の
行
為
を
行
わ

な
い
。

一
、
暴
力
団
の
資
金
源
と
な
る
一
切
の

行
為
を
行
わ
な
い
。

一
、
い
か
な
る
暴
力
行
為
も
断
じ
て
許

さ
ず
、
勇
気
を
も
っ
て
警
察
に
届

け
出
る
。

一
、
青
少
年
の
非
行
防
止
と
有
害
環
境

の
浄
化
に
努
め
る
。

● ビニール等でがけを覆い
雨水の浸透を防ぐ

● 不安定な土壌をとり

j

去る

６

自

衛

官

募

集

来
春
卒
業
さ
れ
る
高
校
生
の
皆
さ
ん

へ
、
只
今
防
衛
庁
で
は
、
次
の
募
集
を

受
付
て
い
ま
す
。

社
会
福
祉
協
議

会

の
援
助
で

清
風
広
場
プ
ー
ル

の
防
護
柵
補
修

運
動
広
場
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
ま
す

プ
ー
ル
に
防
護
柵
が

さ
れ
て
い
ま
す
が
、

い
た
み
が
ひ
ど
い
の

で
社
会
福
祉
協
議
会

の
好
意
を
お
う
け
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す

感
謝
し
ま
す
。

● 鳳 で地盤 を ゆ さぶる
よ ゛,をｰ夊･啅こ４t J 1６

甬水などを崖に
流さないように
水路 を作 る　　 ｊ

構造物の異常は
修理補強をする

崩れそうな箇所に木や
板の柵、石積みをする

電
電
コ

ー
ナ
ー

電
信
電
話
債
券
の
満
期
日

が
き
て
お
り
ま
せ
ん
か
？

お
て
も
と
の
電
信
電
話
債
券
の
満
期

日
を
今
一
度
お
あ
ら
た
め
く
だ
さ
い
、

昭
和
四
十
一
年
引
受
の
も
の
は
満
期
償

還
に
な
り
ま
す
。

現
金
受
領
方
法
の
お
わ
か
り
に
な
ら

な
い
と
き
は
、
銀
行
か
電
話
局
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

○
防
衛
大
学
生

○
防
衛
医
科
大
学
生

○
一
般
曹
候
補
学
生

○
看
護
学
生

○
婦
人
自
衛
官

０
２
等
陸
海
空
士

将
来
性
抜
群
、
安
定
し
た
待
遇
と
楽

し
い
生
活
、
身
分
は
特
別
職
国
家
公
務

員
で
す
。
応
募
手
続
は
町
役
場
で
、
細

部
は
町
役
場
総
務
課
ま
で
お
問
い
合
せ

下
さ
い
。

水路の掃除
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